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毒禁止規範から化学兵器禁止規範へ 

－「変容し続ける規範」という分析視角による事例研究 － 

足立 研幾 

 

 

はじめに 

 

 国際政治学において、規範を対象とする研究が増加した一つのきっかけは冷戦の終焉で

あった。リアリズムやリベラリズムの系譜の議論が冷戦終焉を十分に予測も説明もできな

かったこともあり、規範やアイデンティティといった観念的な要因を重視するコンストラ

クティヴィズムが盛んとなった。そうした研究の一つのモデルとなったのが、マーサ・フ

ィネモア（Martha Finnemore）とキャサリン・シキンク（Kathryn Sikkink）による規範

ライフサイクル論である(1)。規範のライフサイクル論によれば、規範起業家によって唱え

られた新たな規範が一定以上の支持を集めると、その規範に対する支持が一気に広まる「規

範のカスケード」が発生する。そして当該規範の妥当性が疑われることすらなくなると、

規範は内面化段階に達するという。当初、国際政治における規範研究の多くは、規範ライ

フサイクル論に依拠したり、そこに新たな知見を付け加えたりする形で進められてきたと

いってもよい(2)。これらの研究において念頭に置かれているのは、「完成品」としての規範

が、規範起業家の活動を受けて国際的に広まるという、「静的な規範」の「直線的」な伝播

過程であった。 

 しかし、規範研究が進むにつれて、これら第一世代の規範研究が想定するような、「直線

的」な規範伝播過程をたどらない事例が少なくないことが明らかとなった。多くの場合、

新たな規範は、異なる他の規範と対抗しあいながら広まっていく。複数の規範間の対抗関

係に注目し、より複雑な伝播過程を分析する研究が盛んにおこなわれるようになった。詳

しくは後述するが、これら第二世代の研究の多くも、どちらかといえば「静的な規範」間

の対抗関係に焦点を当てるものであった。だが、複数の規範が対抗しあう中で、それぞれ

の規範が変化することはしばしばある。複数の規範間の対抗を経て、多くのアクターに受

け入れられるようになった規範が、当初のどの規範とも異なる内容となることもある。本

稿では、先行研究では十分にとらえきれない、こうした規範の変化をとらえる分析視角を

提示し、事例分析を試みたい。 

 

 

1. 「変容し続ける規範」という分析視角 

 

 規範の伝播過程における規範間の対抗関係に注目した初期の研究として、アン・フロリ

ーニ（Ann Florini）によるものがあげられる(3)。フロリーニは、生物の進化論のアナロジ
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ーを用いて、複数の規範が対抗しあう中で徐々に支配的な規範が選択されるとした。異な

る規範を支持するそれぞれの勢力間の対抗関係に焦点を当てたのは、クリフォード・ボブ

（Clifford Bob）である(4)。ボブは、リベラルな規範を広めようとする規範起業家のキャン

ペーンに過度に焦点が当たりがちな一方、その陰でそうした規範に対抗する規範を広めよ

うとする対抗キャンペーンが存在することを指摘した。そして、それらキャンペーン間で

は、フレーミング(5)、フォーラム選択をはじめ、様々な形で激しい対抗関係がみられるこ

とを明らかにした。対抗しあうのは、常に対等な規範とは限らない。既存の規範が制度化

されている場合、新たな規範が既存規範に対抗するのは容易なことではない(6)。実際、既

存の規範を維持しようとする規範守護者は、有利な立場をいかした活動を行っている。足

立研幾は、この点に焦点を当て、規範守護者と規範起業家の活動戦略が大きく異なること

を明らかにした(7)。 

 国際政治において、規範は一般的に、「一定のアイデンティティを共有するアクターにと

っての適切な行動の基準」と定義される(8)。規範はあくまで「行動の基準」であり、それゆ

え、アクターがある規範を受け入れたとしても、個別具体的な事例において、いかなる行

動をとるのかをめぐって議論の余地が残ることがある。規範の内容が簡潔で明確であれば、

解釈や適用をめぐる競合は起こりにくい。第一世代の規範研究は、比較的簡潔な意味内容

の規範を扱うことが多かったため、「完成品」としての規範の伝播にのみ注目する傾向があ

ったのかもしれない。しかし、規範の内容が抽象的であったり、複雑であったりする場合

には、規範の解釈や適用をめぐる争いが起こりやすい。 

 この点に注目したのは、アンチュ・ヴァイナー（Antje Wiener）である(9)。規範からの

逸脱行為が見られたとしても、そのことによってすぐに規範自体の妥当性に対する懐疑が

高まるわけではない。逸脱行為に際して規範を重視しているという釈明が行われるならば、

その逸脱行為を行ったアクターは、規範の妥当性ではなく、規範の解釈や適用に挑戦をし

ているといえる。ヴァイナーは、規範の解釈や適用をめぐる競合は、規範の意味内容を明

確化させ、規範を強化するという積極的な意味を持ちうることを強調した。ただし、こう

した競合を通して規範が常に強化、明確化されていくとは限らない。ダイアナ・パンケ

（Diana Panke）とウルリッヒ・ペーターソン（Ulrich Petersohn）は、規範の適用をめ

ぐって争っているうちに、規範の妥当性が疑われ、規範が消滅していく場合もありうるこ

とを指摘した(10)。 

これらの第二世代の規範研究は、第一世代の規範研究に比べると、より複雑な規範の伝

播過程の分析に取り組んでいる。ただし、規範そのものについては、依然として「完成品」

として扱い、複数の規範の競合についても「完成品」の規範間の争いとしてとらえる傾向

が強い。規範間の競合に注目はするものの、「完成品」の規範が変化することはほとんど想

定していない。せいぜい、規範が強化されたり、あるいは消滅したりする可能性を指摘す

る程度であった。 

規範を「完成品」として扱う見方に異を唱える研究がなかったわけではない。たとえば、
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アミタフ・アチャリヤ（Amitav Acharya）は、新しい規範が「完成品」としてそのまま各

国内社会に受容されるのではなく、自国内の既存の信念や実践と整合的なものとしてフレ

ームしなおされたとき、受容されると指摘した(11)。規範そのものが変容することを指摘し

たものとしては、栗栖薫子や三浦聡の研究がある。栗栖は、複数の規範が競合する場合、

一方による他方の拒絶や置換だけではなく、複数の規範が特定の原理の下で統合されるこ

ともあることを明らかにした(12)。三浦は、多様なアクターが協働学習や実践学習を通して、

規範を徐々に作り上げる「分散革新」という規範の形成・伝播過程があることを指摘した。

そして、三浦はこうして形成された規範を「恒久的ベータ版」と呼び、常に革新が続けら

れるものとしてとらえた(13)。 

これらの研究は、起業家が開発した「完成品」の規範が手つかずのまま伝播し内面化さ

れるという、規範ライフサイクル論の見方ではとらえきれない規範の伝播過程を捉えよう

とするものであった。ただ、規範が変化するのは、各国内社会に受容される際、あるいは

複数の規範が統合される場合や、多様なアクターによって開発が行われる場合に限られな

い。規範起業家によって開発され伝播された「完成品」としての規範であっても、その後

の現場での経験などを踏まえて、各国内社会のみならず、国際的にも再検討や見直しがな

されうる。すなわち、規範は、その受容過程においても、開発過程においても、競合過程

においても、あるいは一旦広く伝播した後においても、変化する可能性があると思われる。

本稿では「一定のアイデンティティを共有するアクターにとっての適切な行動の基準」と

いう規範の定義を踏襲する。そのうえで、規範は静的・固定的なものではなく、変容し続

けるダイナミックなものであるとの認識の下(14)、その変化をとらえることを試みたい。規

範をこのようにとらえる視角を用いることで、開発過程、競合過程、伝播過程、変容過程

を、包括的に分析することが可能になると思われる。 

規範が変化するきっかけは、何らかの出来事や環境変化であることが多い(15)。そこで、

本稿では、何らかの出来事や環境変化を受けて、いかなる逸脱行為や、いかなる規範の妥

当性への挑戦がみられるのかをまず確認する。逸脱行為や規範の妥当性への挑戦がなけれ

ば規範は変化しない。無論、逸脱行為の存在自体が規範の変化を意味するわけではない。

ヴァイナーが指摘している通り、逸脱行為や、解釈・適用をめぐる競合が、規範の学習機

会となる場合もある。一方、逸脱行為や、解釈・適用をめぐる競合を経て、規範が変化し

たり、弱体化したりすることもある。そうした変化の有無をとらえる際に重要となるのは、

規範からの逸脱行為をとったアクターがどのような言説を用いるか、また他のアクターが

どのような対応を行うかである(16)。それゆえ、本稿では、逸脱行為を行ったアクターの言

説や、解釈・適用の競合が発生した際の言説、あるいは妥当性への挑戦が行われた際の言

説を分析する。また、それに対して、他のアクターがいかなる対応をとり、その結果、ど

のような相互作用が行われたのかに注目する。こうした分析通して、規範の変化をとらえ

たい。 
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2. フレーミング変更―ハーグ平和会議における規範の変化 

 

 もっとも古くからある害敵手段に関する規範の一つとして、毒の禁止があげられる(17)。

毒は、弱者が強者に対抗する手段となる。いかに強大な力を有しているものであっても、

毒の使用に対しては脆弱である。それゆえ、権力者は自らの権力維持のため、しばしば毒

の禁止を試みてきた。この毒使用禁止規範が、国家間においてある程度の実効性を伴うよ

うになったのは、近代ヨーロッパにおいてである。ヨーロッパ各地で中央集権が進むなか

で、暴力を独占し絶対的な権力を誇るようになった君主達は、毒が自らに向けて使用され

ることを恐れた。そこで、毒の使用は高潔ではなく、尊敬できない行為であるとの言説が

しきりに流布されることとなった。毒使用禁止規範を、ヨーロッパの君主たちの間で広ま

っていた騎士道に「接ぎ木(18)」することが試みられたのである。正々堂々武器をとって敵

と戦うという騎士にふさわしい行為の対極にあるものとして、コソコソと敵を殺害する毒

の使用をイメージづけ、毒使用を抑制しようとした(19)。毒を用いた兵器の禁止が君主間で

最初に明文化されたのは、1675 年にフランスと神聖ローマ帝国の間で締結されたストラ

スブルグ合意とされている(20)。その後、遅くとも 18 世紀初めまでには、ヨーロッパの君

主間で毒使用禁止規範が広範に受容されるようになったという(21)。 

19世紀半ばに、戦時国際法整備の動きが強まってきた際には、毒使用禁止は広く受容さ

れており、もはやその是非が議論になることすらなかったようである。たとえば、1874年

に、戦争に関するルールを話し合うために開催されたブリュッセル会議において、毒の使

用禁止の是非は議論にならなかったという(22)。そして、会議で採択されたブリュッセル宣

言の第 13 条(a)において、毒および毒を施した兵器の禁止が明記された。このブリュッセ

ル宣言は批准されなかったものの、その後の各国の行動に大きな影響を与えたという(23)。

1899 年に開催されたハーグ平和会議において陸戦に関する慣習法を検討した際にも、毒

および毒を施した兵器の使用禁止について異論はなかったという(24)。そして、会議で採択

された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」の第 23条で、毒および毒を施した兵器の使用禁止

が明記された。 

一般的に毒や毒を施した兵器の使用禁止が広く合意されていたとしても、具体的にどの

兵器が禁止されるのか、確定されていたわけではない。様々な新兵器が開発されるように

なる中で、毒使用禁止規範の適用範囲をめぐる議論が行われるようになった。上記のハー

グ平和会議においても、ロシア代表が、窒息ガスおよび毒ガスを拡散させる爆発物を充填

した投射物の禁止を提案している(25)。この提案に対しては、「すべての爆発物は、多かれ少

なかれ有害なガスを含む」という反論がオーストリア＝ハンガリー代表からなされた。し

かし、ロシアは「ガスの拡散を目的とする投射物のみ」を禁止対象とするとした。このロ

シア提案に対しては、「弾丸による死よりも残酷」といった意見に加えて、「通常の投射物

よりも文民に被害を与える」といった賛同意見が出されたという(26)。「文民被害を防ぐ」と

いった観点からも、窒息ガスおよび毒ガスの禁止が訴えられたのである。こうした訴えは
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各国の支持を集め、1899年に毒ガス禁止宣言が採択された。 

君主たちが自らの権力維持のために広めた「毒」使用禁止規範は、新兵器の登場に伴い、

その適用をめぐって議論を重ねる中で、「毒ガス」使用禁止規範へと変容した。その際、毒

ガス使用禁止規範は、「文民被害を防ぐ」という、従来とは異なるフレーミングでも語られ

るようになり、君主間のみならず、広く一般の人々の支持を得られる形へと再定義された
(27)。この背景には、兵器の破壊力増大や国民軍の普及などを受けて、戦争継続のためには

一般の人々の支持を必要とするようになりつつあったこともある(28)。時代の変化に伴って、

毒使用禁止規範のフレーミング、そして内容が変化したのである。 

 

 

3. 解釈・適用をめぐる競合―第一次世界大戦期における規範の変化 

 

 毒ガス禁止宣言が多くの国に支持されたことと、毒ガス使用禁止規範が国際社会に受容

されたこととは同義ではない。本稿では、規範を上述の通り「一定のアイデンティティを

共有するアクターにとっての適切な行動の基準」と定義している。国際社会の一員である

国家としてのアイデンティティを共有している国々にとって(29)、毒ガス禁止宣言は、適

切な行動の基準となっていたのであろうか。この点の試金石となったのは、第一次世界大

戦であった。というのも、第一次世界大戦において、毒ガスは広範に使用されたからであ

る。第一次世界大戦には毒ガス禁止宣言の非締約国であるイタリアやトルコが参加してい

たため、総加入条項(30)を含む本宣言は法的効力を失っていた。とはいえ、毒ガス禁止宣

言に署名している国家間でも毒ガスが使用された。このことは、毒ガス禁止宣言が、国際

社会において規範とはなっていなかったことを意味するのであろうか。 

最初に毒ガスを戦闘で使用したのは、ドイツ軍であったとされている。その後、イギリ

スやフランスも毒ガスを使用し、毒ガス使用は広がっていった。約 30種類、量にして 12

万トン以上の毒ガスが使用され、110から 130万人が毒ガスにより死傷したという(31)。最

初に毒ガスを使用したとされるドイツ軍は、毒ガス使用に関して、①フランス軍が先に使

用した、②ドイツ軍が使用したのは刺激性ガス（非致死性）だが、毒ガス禁止宣言で禁止

されたのは致死性ガスのみ、と主張していた(32)。こうした主張から、ドイツ軍が躊躇なく

毒ガスを使用したわけではないことがわかる。その後、毒ガスを使用した国も、他国によ

る先制使用があったことを指摘して、自国の毒ガス使用を戦時復仇として位置づけ釈明し

ている。これらの言説は、いずれの国も、毒ガス使用には問題があると考えていたことを

示している。 

毒ガス禁止宣言は、「窒息ガスおよび毒ガスを拡散させる爆発物を充填した投射物の禁

止」をうたっていた。致死性のガスのみを禁止するものなのか否かは判然としない。しか

し、「弾丸による死よりも残酷」という表現でガス使用が非難されていたことを考えると、

非致死性のガスは禁止対象に含まれないというドイツの主張も全く理解できないものとい
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うわけではない。実際、ドイツが当初使用したのは、擾乱ガス（harassing gas）だったと

いう(33)。イギリスやフランスも同様に、非致死性ガスについては違法ではないとの立場を

とった(34)。ドイツの言説と、それに対するイギリスやフランスの言説を見る限り、ドイツ

の行動は、毒ガス使用禁止規範を無視したものとはみなされなかったようである。むしろ、

規範の解釈・適用をめぐって競合が発生したとみたほうが適切である。この場合、ドイツ

は非致死性ガスの使用を正当化する解釈を提示し、それが他国に受け入れられた。第一次

大戦初期においては、毒ガス使用禁止規範は無視されたのではなく、何が「毒ガス」にあ

たるのかという解釈をめぐる競合を経て、致死性ガス禁止規範へと変化していったといえ

る。 

1915年 4月、ドイツが今度は致死性ガス（塩素ガス）をイーペル（Ypres）で大々的に

使用した。その後、イギリス、フランスも、ドイツによる先制使用を理由に塩素ガスを使

用した。イーペルでのガス使用に際しても、ドイツは、イギリス軍、およびフランス軍に

よる先制使用を指摘し、その使用を戦時復仇として位置づけ釈明した(35)。また、ドイツ軍

が使用した毒ガスはシリンダーから噴射したが、毒ガス禁止宣言で禁止されたのは砲弾に

よる毒ガス拡散のみであり、国際法違反ではないとドイツは訴えた(36)。純粋に法的に見れ

ばこのような主張はありうるのかもしれない。しかし、このようなドイツの主張に対して、

イギリスでは「砲弾が使用されたかは定かではないが、毒ガス禁止宣言の精神が破られた

ことは確実であり、ドイツはまた一つ重罪を犯した」との批判がなされた (37)。非致死性ガ

スの使用の際とは異なり、ドイツ軍によるイーペルでのガス使用は、他国から強く非難さ

れた。また、ドイツの毒ガス使用が、毒ガス禁止宣言の文言ではなく、毒ガス禁止宣言の

「精神」を犯したと非難されたことは、規範自体の意義を考えるうえで重要であろう。解

釈の余地を残していた毒ガス使用禁止規範が、解釈・適用をめぐる競合を通して、致死性

ガスを使用すべきではないという規範へと変化し、広まりつつあった。 

シリンダーからの噴射を正当化する解釈が受け入れられないことが明らかになってくる

と、ドイツは、毒ガス使用は人道的であると訴え、規範そのものの妥当性に異議を唱えは

じめた。すなわち、「毒ガスは、広範囲に、すばやく効果を与え、死の痛みや苦しみを減少

させる」「数え切れない砲弾を撃ち込み、そこにある生きとし生けるものの細胞まで破壊す

るイギリスのやり方よりも、破壊的ではない」と訴え、毒ガス使用を正当化しようとした(38)。

しかし、毒ガス使用が人道的であると主張し、毒ガス使用禁止規範自体に挑戦するドイツ

の立場に対して、支持が広がることはなかった。 

以上見てきたように、第一次世界大戦中の毒ガスが大量に使用されたことは、毒ガス使

用禁止規範が無意味だったことや、消滅したことを意味するわけではない。毒ガスを最初

に広範に使用したドイツも、あるいはそれ以外の国も、毒ガス使用を戦時復仇として位置

づけ、その使用を釈明していた。このことは毒ガス使用禁止規範が共有されていたことを

示すものといえる。というのも、毒ガス使用禁止規範が共有されていなければ、そもそも

こうした釈明を行う必要すらないからである。また、毒ガス使用や規範の解釈・適用をめ
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ぐる競合を経て、毒ガス使用禁止規範は、致死性の毒ガス使用が望ましくないという規範

へと変化し、そして強固になっていった。 

 

 

4. 対象範囲拡大と強化―戦間期から第二次世界大戦期にかけての規範の変化 

 

 1925年、「窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争にお

ける使用の禁止に関する議定書（ジュネーブ毒ガス議定書）」が採択され、1928年に発効

した。この議定書は、総加入条項を含んでいた毒ガス禁止宣言とは異なり、その前文で「こ

の禁止が、諸国の良心及び行動をひとしく拘束する国際法の一部として受諾」されるとう

たっている。議定書締約国のみならず、すべての国家に等しく毒ガスの使用禁止を求めた

点で、画期的な議定書であった。また、議定書は、毒ガスなどの化学兵器に加え、生物兵

器の使用をも禁止するものだった。単なる締約国間の取り決めからすべての国家の行動の

基準たる規範へ、また毒ガスのみならず、類似する生物兵器の禁止をも包含する規範へと

変化したのである。このような変化は、騎士道に基づく君主間の規範から、「文民被害を防

ぐ」というフレーミングに基づく規範へと変化したことの、ある意味自然な帰結であった。

ただし、この議定書は、化学兵器や生物兵器の「戦時の使用」を禁止したにとどまってい

る点には注意が必要である。開発や製造、貯蔵などを禁止したわけではないなど、多くの

例外事項も含んでいた(39)。 

ジュネーブ毒ガス議定書が採択された後、毒ガスの使用が皆無だったわけではない。た

とえば、1935 年にエチオピアを侵攻したイタリアがマスタードガスを使用した。同年 12

月に、エチオピアは、イタリアが毒ガスを使用したことを非難し、「非人道的行為」「国際

的な取り決めに反する」と抗議した(40)。イタリアの毒ガス兵器使用が国際連盟で議論され

た際、オーストラリア代表は「有毒な窒息性ガスが使用されたとの訴えは、他の何にもま

して、人類と文明にとって、際立った脅威である」と述べている(41)。こうした発言からは、

毒ガスの使用自体が問題視されていることが見てとれる。 

また、イタリアの毒ガス兵器使用の是非は、イタリア自身を含め、どの国も争っていな

い。イタリアは、ジュネーブ毒ガス議定書遵守の姿勢を示しつつ、「ジュネーブ毒ガス議定

書は、敵が非道な残虐行為に訴えた際の制裁の権利を排除していない」と釈明した(42)。イ

タリアは、エチオピア軍による拷問や、囚人の斬首、文民に対する残虐行為や殺害といっ

た行動への制裁の権利を有することを強調した(43)。これは、戦時復仇と位置づけ、また「文

明」と「野蛮」との間の戦争における毒ガス兵器使用は禁止されていないと主張するもの

である(44)。イタリアは自らの毒ガス兵器使用が規範から逸脱していないと釈明しており、

ジュネーブ毒ガス議定書や毒ガス使用禁止規範自体には挑戦しようとはしていないといえ

る。だが、こうした立場も他国には受け入れられなかった。非人道的な行為に対する復仇

や制裁としてであっても、毒ガス兵器の使用は認められないとの認識が広まっていたので
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ある。 

第二次世界大戦においても、毒ガス兵器はほとんど使用されなかった。このことについ

ては、軍事的な有効性が低かったからだと指摘するものや、報復を恐れて使用されなかっ

たからだと指摘するものもいる(45)。ただし、軍事的有効性が認められる局面や、報復の恐

れがない局面でも、毒ガス兵器はほとんど使用されなかったという(46)。第一次世界大戦に

おける広範な毒ガス使用とその際の解釈・適用をめぐる競合、逸脱者による釈明、ジュネ

ーブ毒ガス議定書採択、イタリアによる使用などを経る中で、毒ガス使用禁止規範はその

内容を変容させつつも、各国の行動の基準としての影響力を増していった。第二次世界大

戦を通して、毒ガス兵器がほぼ使用されなかったという事実は、この点を考慮に入れるこ

となしに、説明することは困難だと思われる。 

 

 

5. 分化と発展―冷戦期から冷戦後にかけての規範の変化 

 

1925 年に採択されたジュネーブ毒ガス議定書は、生物・化学兵器の使用を禁じる一方

で、その製造や保有を禁止していなかった。それゆえ、冷戦がはじまると、米ソ両国は毒

ガスを含む生物・化学兵器の開発競争に邁進するようになった。こうした状況に危機感を

つのらせたのが、当時の国連事務総長、ウ・タント（U Thant）であった。ウ・タント事

務総長は、1969年に「化学・細菌（生物）兵器とその使用の影響(47)」を公表し、これらの

兵器の開発、生産および貯蔵の禁止、そして廃棄を加盟国に求めた。また、同年、アメリ

カが一方的に生物兵器の不使用、および使用を目的とした活動の停止を発表したこともあ

り、生物・化学兵器の全面禁止に向けた交渉が進展した(48)。 

当初、生物・化学兵器を一括して交渉が進められた。しかし、イギリスの提案に従い、

すでに広範に使用された実績のある化学兵器と、実戦における使用実績のない生物兵器と

を、途中から分離して交渉を進めた。生物兵器は制御が困難で扱いにくい兵器であったた

め、軍事・戦略的効果がそれほど高くないと考えられていた。使用実績がなく、比較的合

意が容易と思われた生物兵器規制交渉を先行させることとなったのである。1971年、「細

菌兵器（生物兵器）および毒素兵器の開発、生産および貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する

条約（生物兵器禁止条約）」が採択された(49)。生物兵器については、ジュネーブ毒ガス議定

書においてその使用が禁止されていることに加えて、その開発、生産、貯蔵、取得、保有

が禁止されることとなった。冷戦対立が深刻化する中で、生物・化学兵器開発競争の激化

を懸念する声が上がるようになった。そうした声を受けて、軍事・戦略的効果がさほど高

くなく、また制御が困難とされた生物兵器問題が、化学兵器問題と切り離されることとな

った。すなわち、第一次世界大戦後、毒ガス使用禁止規範に包摂されていた化学兵器使用

禁止規範と生物兵器使用禁止規範が分化し、後者が生物兵器全面禁止規範へと変化した。 

一方、化学兵器に関する交渉は遅々として進展しなかった。1979年と 1980年に、アメ
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リカとソ連は共同で報告書を提出し、化学兵器の開発、生産、取得、貯蔵、保有しない義

務を引き受けるべきとの信念を表明していた(50)。両国は、少なくとも建前上は、化学兵器

の使用のみならず、その開発や生産なども禁止すべきとの立場をとっていた。しかし、東

西関係が悪化すると 2国間の交渉は中断された。ジュネーブ軍縮会議においては、化学兵

器規制強化に関する交渉が継続されていたものの、議論は進展しなかった。1984年には、

アメリカが、ジュネーブ軍縮会議において化学兵器の包括的禁止に関する条約案を提案し

た。この条約案は、抜き打ち査察を規定する内容を含んでいた。ソ連は、そのような査察

は「化学兵器の生産や貯蔵に関係しない国家機密を開示する」として拒否した(51)。東西両

陣営間の対立が続く中、米ソをはじめ各国が化学兵器規制強化に合意することはできなか

った。 

 こうした状況は、イラン・イラク戦争における大規模な化学兵器使用、そして冷戦終焉

によって一変した。1980年代のイラン・イラク戦争において化学兵器が使用され、化学兵

器拡散の脅威が高まった。これを受けて、1985年、化学兵器拡散抑制を目的とした輸出管

理を行うオーストラリア・グループが結成された(52)。ミハイル・ゴルバチョフ（Mikhail 

Gorbachev）がソ連共産党書記長になったこともきっかけとなり、米ソ二国間で化学兵器

禁止に向けた交渉が 1986 年に再開された。冷戦対立が緩和されるなかで、化学兵器禁止

に関する米ソ間の交渉は徐々に進展し、1989年 9月、化学兵器の保有、貯蔵、情報交換、

査察などについて米ソ間で広範な合意が成立した。 

湾岸戦争において、イラクによる化学兵器使用の脅威が実感されると、化学兵器禁止に

向けた機運はさらに高まった。1991年 5月、当時のアメリカ大統領、ジョージ・ブッシュ

（George H. W. Bush）は、それまでの政策を転換し、化学兵器を報復に用いる権利を放

棄し、化学兵器を無条件で全廃することを約束した。そのうえで、化学兵器禁止条約交渉

を一年以内に完成させるよう求める提案を行った(53)。こうして進められた化学兵器禁止条

約形成交渉は「冷戦終結直後のきわめて理想主義的な雰囲気のなかで(54)」行われ、1992年

に厳格な検証措置を伴う化学兵器禁止条約案が採択され、1993 年 1 月に署名式が行われ

た。この条約により、すでにジュネーブ毒ガス議定書で禁止されていた化学兵器の使用に

加えて、化学兵器の開発、生産、貯蔵、取得、保有が禁止された。 

また、1988年のイラクによるクルド人への化学兵器使用を契機として、国家間紛争のみ

ならず、非国際武力紛争においても化学兵器使用を禁止すべきという訴える声が強まって

いた。イラクによるクルド人への化学兵器使用に対して、各国が批判したり、1994年に国

連人権委員会がジュネーブ議定書違反と非難する報告書を出したりするなかで(55)、こうし

た訴えは徐々に支持を広げていった。そして、化学兵器禁止条約の成立・発効によって、

非国際武力紛争においても化学兵器使用を禁止すべきという規範が、慣習国際法としての

地位を獲得したと指摘されている(56)。化学兵器使用禁止規範は、化学兵器を全面禁止し、

国際武力紛争においても化学兵器使用を禁止する規範へと変化したのである。2013 年に

は、化学兵器禁止条約の非締約国であるシリアにおいて化学兵器使用が疑われた。これに
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対して、アメリカが軍事介入を示唆するなど、各国は化学兵器使用を強く非難した。シリ

アは条約締約国ではない。また、他国に対してではなく自国領内において、化学兵器を使

用したことが疑われていた。それにもかかわらず、シリアに対して国際的に強い非難が向

けられたことは、上記のような非国際武力紛争においても化学兵器使用を慎むべきという

規範が、各国間で共有されている証左である。また、こうした非難を受けて、2013 年 10

月、シリアは化学兵器禁止条約に加入し、備蓄していた化学兵器の全面廃棄に合意した。

規範逸脱の疑いがある行為に対して、各国が強く非難し、規範遵守を促したことで、化学

兵器をめぐる規範は、非国際武力紛争における化学兵器不使用規範をも包括するものとし

てより強固となった。 

 

 

 おわりに  

 

本稿は、第一世代の規範研究や、多くの第二世代の規範研究が十分にとらえることがで

きなかった規範自体の変化に焦点を当てる分析視角を提示し、規範の変容をとらえようと

した。具体的には、規範を支持しないアクターや逸脱行為をとったアクターがどのような

発言を行っているのか、規範逸脱行為を犯したアクターに対して他のアクターがどのよう

な行動・発言をするのかに注目した。とりわけ、何らかの要因や出来事をきっかけとして、

規範の解釈や適用をめぐる代替案や規範の妥当性に対する懐疑が提示されるようになる過

程に注目した。また、そうした問題提起を受けて、規範からの逸脱行為を行ったアクター

と、それ以外のアクターの間でいかなる相互作用が繰り広げられたのかを分析することを

通して、規範が変容をするダイナミズムをとらえようとした。 

古くから、弱者による強者への対抗を防ぐという観点から忌避される傾向が強かった毒

使用は、戦時国際法整備の動きや新兵器開発が進む中で、「文民被害を防ぐ」という観点か

ら再定義され、毒ガス使用禁止規範へと変容した。第一次世界大戦期に広範に毒ガスが使

用されると、「毒ガス」の定義の解釈や適用をめぐる競合が発生し、致死性の毒ガス使用を

禁止する規範へと変化した。第一次世界大戦後、毒ガス使用禁止規範は強まり、戦間期に

は生物兵器の使用禁止を包含する規範へとさらに変化した。イタリアによる毒ガス使用を

めぐる解釈・適用の競合を経て、致死性の毒ガス使用は認められないという認識が広まっ

た。実際、第二次世界大戦において毒ガス使用はほとんど見られなかった。 

しかし、冷戦対立が深刻化すると、毒ガスの開発競争が激化した。そこで、毒ガスの使

用のみならず、その開発や製造、保有も禁止しようとする機運が高まった。冷戦対立の中

で、軍事的有効性が高いとされた化学兵器の全面禁止は進まなかったものの、毒ガス使用

禁止規範に包摂されていた化学兵器使用禁止規範と生物兵器使用禁止規範が分化し、後者

は生物兵器全面禁止規範へと変化した。その後、イラン・イラク戦争における毒ガス使用

や、冷戦終焉を受けて、化学兵器禁止の動きも進展した。1993年に採択された化学兵器禁
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止条約によって、化学兵器使用禁止規範は化学兵器全面禁止規範へと変化した。その際、

非国際武力紛争における化学兵器使用禁止規範も包括されるようになった。 

このような規範の変容過程は、「完成品」の規範が伝播する過程をとらえようとする従来

の規範研究では十分にとらえきれなかった。無論、「完成品」の規範が伝播し、既存の規範

を置換する場合がないわけではない。しかし、もしかすると「完成品」の規範が伝播し、

一旦国際社会で受け入れられると全く変化しない例というのはそう多くないのかもしれな

い。とりわけ、グローバル化が深化し国際社会自体が大きく変容しつつある現在、そこで

共有される規範は、常にダイナミックに変化を続けると見た方が適切なのではないだろう

か。 
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